
 
政
令
第
三
百
五
十
六
号

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特

 
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　

内
閣
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
三
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
ロ
、
第
十
六
条
第
三
項

 

第
二
号
ロ
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
二
百
六
十
七
号
等
を
踏
ま
え
我
が
国
が
実
施
す
る
財
産
の
凍
結
等
に
関
す
る
特
別
措

 

置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
同
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
」
を
「
同
理
事
会
決
議
第
千
七
百
三
十
七
号
、
同
理
事
会
決
議
第

千
七
百
四
十
七
号
、
同
理
事
会
決
議
第
千
八
百
三
号
、
同
理
事
会
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
、
同
理
事
会
決
議
第
千
九
百
二
十

 

九
号
」
に
改
め
、
「
、
同
理
事
会
決
議
第
二
千
二
百
三
十
一
号
」
を
削
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
二
千
二
百
三
十
一
号
」
を
「
第
千
七
百
三
十
七
号
等
決
議
（
国
際

連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百
三
十
七
号
、
同
理
事
会
決
議
第
千
七
百
四
十
七
号
、
同
理
事
会
決
議
第
千
八
百
三
号
及



び
同
理
事
会
決
議
第
千
九
百
二
十
九
号
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三

 

号
中
「
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
二
千
二
百
三
十
一
号
」
を
「
第
千
七
百
三
十
七
号
等
決
議
」
に
改
め
る
。

 
附　

則

 

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

 

２　

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　



 

理　

由

　

イ
ラ
ン
に
よ
る
核
兵
器
等
の
開
発
等
に
関
し
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
七
百
三
十
七
号
等
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
同
理
事
会
決
議
に
つ
い
て
、
大
量
破
壊
兵
器
関
連
計
画
等
関
係
者
の
財
産
の
凍
結
等
の
措

置
を
と
る
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
同
理
事
会
決
議
と
し
て
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


